
平成２７年度消防関係表彰者名簿

表彰式

日 時 平成２８年２月１８日（木）午前１１時

場 所 米子コンベンションセンター 小ホール

（鳥取県米子市末広町２９４番地）

鳥 取 県

公益財団法人鳥取県消防協会



平成２７年度消防関係表彰式次第

日 時 平成２８年２月１８日（ 木）

１１時００分～１２時００分

場 所 鳥取県米子市末広町２９４番地

米子コンベンションセンター

１ 互 礼

２ 開式の辞

３ 式 辞

４ 表 彰

（ １） 鳥取県知事表彰

（ ２） 鳥取県消防協会長表彰

５ 来賓祝辞

６ 受章者代表謝辞

７ 閉式の辞

８ 互 礼
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４．各表彰について

平成２７年度鳥取県知事表彰

表彰の区分 表彰対象 表 彰 を 適 用 す る 業 績

表彰旗消防団

消防力の総合的強化拡充について特に優秀であり、併

せて規律正しく技術熟達し、平素よく消防の使命達成に

努め、広く他の模範と認められること。

竿頭綬消防団 表彰旗に次ぎ優秀と認められること。

功労章
消防職員

消防団員

消防職員及び消防団員が災害の現場において功労抜群

の活動をして他の模範とするにたり又は消防任務の遂行

上著しい功労があると認められること。

功績章
消防職員

消防団員

２５年以上勤続した消防吏員又は消防団員で勤務成績

が優秀と認められること。

表彰状消防団
消防任務の遂行上著しい功績があると認められるこ

と。

平成２７年度鳥取県消防団活性化推進表彰

表彰の区分 表彰対象 表 彰 を 適 用 す る 業 績

地域防災力

向上表彰
消防団

平常時の活動を積極的に行い、地域防災力の向上に寄

与するとともに、その活動に関する広報、消防団員の確

保等に顕著な功績があり、他の模範と認められること。

緊急時対応

表 彰

消防団

消防分団

火災の現場における迅速な消火活動や人命救助、又は、

災害に際する捜索活動や救助等を行ったこと。

活動実績

表 彰
消防団

消火活動、捜索活動、救助、住民に対する防火啓発、

応急手当の普及活動などにおいて一定以上の活動実績が

あること。
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各表彰について

平成２７年度公益財団法人鳥取県消防協会長表彰

表彰の区分 表彰対象 表 彰 を 適 用 す る 業 績

表彰旗消防団

次の各号に該当すること。

１．歴年において、当該市町村における火災の発生につ

いて無火災を達成したか若しくは出火の減少が著しい

等、出火防止に顕著な業績があること。

２．消防団員の消防礼式は優良であり、消防任務の遂行

に著しい業績があること。

３．県消防ポンプ操法大会に出場し優秀な成績を収めた

業績が、当該年度を含む３年間にあること。

功績章
消防職員

消防団員

次の各号に該当すること。

１．市町村長又は消防長若しくは消防団長から功績表彰

を受けていること。

２．消防士長以上又は消防団班長以上の階級にある者で、

指揮者として優良な事績があること。

３．平素の勤務は精励であり他の模範と認められること。

功労章

消防職員

消防団員

次のいずれかに該当すること。

１．防災現場において、危険をかえりみず人命救助又は

被害の軽減に挺身し、他の模範と認められる事績があ

ること。

２．４０年以上勤続し、平素の勤務は精励であり、現場

活動においても果敢であると認められること。

勤続章
消防職員

消防団員

２０年以上勤続し、平素の勤務は精励であり現場活動も

果敢であると認められること。

特行表彰

消防職員

消防団員

消防関係

事務職員

平素消防事務に精励し、次の各号の１に該当すること。

１．消防に関する創意、工夫によって他の模範と認めら

れる事績があること。

２．自衛消防隊、少年消防クラブ等消防関係団体の育成

指導に精励し、他の模範と認められる事績があること。

３．その他特に、他の模範と認められる事績があること。

婦人消防隊

少年消防

ク ラ ブ

消防関係

団 体

次の各号の１に該当すること。

１．防災現場において他の模範と認められる業績がある

こと。

２．火災の予防、警戒等について他の模範と認められる

業績があること。

３．消防の進歩発展に関して著しい業績があること。

４．その他地域住民の防災に関して、他の模範と認めら

れる業績があること。
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各表彰について

平成２７年度公益財団法人日本消防協会長表彰

表彰の区分 表彰対象 表 彰 を 適 用 す る 業 績

表彰旗 消防団

規律厳正にして技能熟達し、かつ各般の施行充実し、平素

能く消防の使命達成に努め、その成績抜群一般の亀鑑であ

る消防団

特別功労章
消防職員

消防団員

日本消防協会の正会員であり、消防業務に献身し、会長が

その功労が特に顕著であると認めた者

功績章
消防職員

消防団員

勤続１５年以上に及び、次の各号に該当するもの。

１．その地方の消防に画期的刷新を加え、地方の名望を一

身に受ける者。

２．永年に亘り勤務勤勉、技能熟達かつ、平素能く率先垂

範して消防の使命に尽瘁始祖の功績顕著である者

精績章
消防職員

消防団員

永年勤続及び消防業務に関し、率先垂範その成績優秀なる

者

勤続年数、概ね１５年以上とする。

勤続章
消防職員

消防団員
平素能く消防業務に精励し、勤続３０年以上の者


